はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について

受領委任制度のご案内
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。（平成31年１月１日から取扱い開始）

制度の仕組み
受領委任は、受領委任を取り扱う施術者が、患者に医療保険（療養費）で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等から療養費の受領の委任を受け、患者等に代わって療養費支給申請書を作成のうえ保険者等へ提出し、療養費を受け取る取扱いです。

保険者等の制度への参加について
受領委任の取扱いは、制度に参加する保険者等に関する取扱いです。各保険者等の制度への参加やその時期については保険者等により異なるのでご注意下さい。（制度に参加するまでは、各保険者等のこれまでどおりの取扱いとなります。）

制度に参加する保険者等のご案内（令和７年11月時点）　
（エクセル）全国健康保険協会
（エクセル）健康保険組合
（エクセル）市町村（特別区を含む）
（エクセル）国民健康保険組合
（エクセル）後期高齢者医療広域連合
